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研究要旨
わが国における学会主導の肺がん登録事業（肺癌登録合同委員

会事業）の現状とその特徴、および公表状況（成果）とデータベー
ス利用上の問題点を検討した。また、肺がん登録事業と日本肺癌
学会診療ガイドラインとの関連、さらには肺がん登録事業とNCD
登録体制の連携について模索した。

Ａ．研究目的
わが国における学会主導の肺がん登録事

業（肺癌登録合同委員会事業）の現状とその
特徴、および公表状況（成果）とデータベー
ス利用上の問題点を検討する。また、肺が
ん登録事業と日本肺癌学会診療ガイドライ
ンとの関連、さらには肺がん登録事業とNCD
登録体制の連携について模索する。

Ｂ．研究方法
肺癌登録合同委員会事業の現状とその特

徴、およびこれまでの成果とデータベース
利用上の問題点について検討した。さらに、
肺がん登録事業と日本肺癌学会診療ガイド
ラインとの関連、肺がん登録事業とNCD登
録体制の連携について検討した。
（倫理面への配慮）

現在の登録事業内容はすべて事務局があ
る大阪大学に倫理審査が行われた後に登録
されている。また、前向き登録事業に関し
ては、患者本人から同意を得た上で行って
いる。

Ｃ．研究結果
1．肺癌登録合同委員会事業の現状とその特
徴：肺癌登録合同委員会事業は、現在日本
肺癌学会、日本呼吸器外科学会、日本呼吸
器学会、日本呼吸器内視鏡学会の4学会に
より運営されている（今後日本胸部外科学
会が参画予定）。1994年の第1次登録事業に
始まり、これまで7回の登録事業が遂行さ
れている。現在、第6次事業（2012年非外科
的治療例：14016例）および第7次事業（2010
年外科切除例：19026例）の解析を開始して
いる。なお、第6次事業は世界初の内科症
例の登録である。
2.成果：成果は関連学会誌に報告書とし
て掲載され、わが国の肺癌治療成績とその
変化をリアルタイムに示してきている。ま
た海外学術雑誌にこれまで19編（総impact	
factor：92.39）が公表され、肺がん診療ガ
イドラインとTNM分類等の改訂に寄与して

いる。データベースの利用方法としては
基本的に論文作成であるが、研究課題の応
募（自由応募・随時受付）・英文抄録審査・
論文審査を委員会で段階ごとに行い、登録
データは統計専門家（委員として加入）に
よって管理・解析されている。
3.日本肺癌学会診療ガイドラインとの関連
について：肺がん診療ガイドラインの基礎
データとして英文論文5編が採用されてい
る。さらに、呼吸器領域における他の悪性
腫瘍（胸腺上皮性腫瘍、胸膜悪性中皮腫）に
関しても、現在胸腺上皮性腫瘍（第8次事業）
と胸膜悪性中皮腫（第9次事業）症例の登録
事業を開始され、これら腫瘍のガイドライ
ン改訂にも寄与するものと期待されている。
4．肺がん登録事業とNCD登録体制の連携に
ついて：2014年1月より呼吸器外科専門領
域（2階部分）の入力が開始され、その入力項
目の多くは肺癌登録事業の入力項目に準拠
している。しかし、最近登録が終了した第7
次事業ではさらに詳細な情報を要求してお
り、今後ますます入力情報の拡大が予想さ
れている。またがん登録には長期予後情報
が必須であり、それらをNCDに求められる
か否かが「連携」の鍵となっている。2017年
10月の肺癌登録合同委員会においてNCDか
ら長期予後入力や登録項目の変更等につい
て説明がなされ、肺癌登録事業とNCDとの
連携を早期に実現すべく前向きに協議して
いくことになった。なお、登録すべき疾患
の種類や治療方法の枠組みなど、現在のNCD
登録の範疇を超える課題についての検討も
必要と思われる。

Ｄ．考察
肺癌登録事業について：現在の登録事業

は原則後ろ向きであり、基本的にがん診療
のstate	 of	 the	 artをリアルタイム（5年
毎であるが）に情報発信するために行われ
ている。それに付随して、診療ガイドライ
ンの情報源となり、また約10年毎になされ
るTNM分類改訂作業のデータベースを提供
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しており、わが国のみならず国際的にも多
大な貢献をしている。データ管理は研究者
とは全く別個になされており、個人情報等
の観点から、極めて厳しいものとなってい
る。しかしながら、登録が毎年行われてい
ないこと、多大な入力業務の負担、入力業
務に対するインセンティブがない（少ない）
こと、さらには学会による費用負担など、
医療者による負担が極めて大きい点が本事
業の公益性を鑑みると政策的課題と思われ
る。臓器がん登録の量的・質的向上は、今
後のがん診療における大きな課題であり、
わが国がん診療の向上と均てん化に必須と
考えられる。以上の観点からはNCDを連携
した登録事業が一つの改善策かと考えら
れ、これら事業への国家的支援が必要と思
われる。

Ｅ．結論
肺癌登録合同委員会事業は20年以上にわ

たる臓器がん登録事業であり、その成果は
わが国の肺癌診療の基盤となり、国際的に
も高い評価を受けている。それをさらに発
展させ、今後は肺癌以外の呼吸器関連悪性
腫瘍の登録事業を展開することは、わが国
の呼吸器関連悪性腫瘍の診療レベルの向上
に期待できると考える。また、本事業を含
めた臓器がん登録事業を「がん登録法」の下
に他のがん登録事業やNCD登録事業と有機
的に結合させることが、今後必須の医療政
策であると思われる。
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